
 

 

不動産特定共同事業法（平成六年六月二十九日法律第七十七号） 

 

（広告の規制） 

第十八条 不動産特定共同事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前に

おいては、当該工事に関し必要とされる都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第二十

九条第一項又は第二項の許可、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六条第一

項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、

当該工事に係る宅地又は建物について不動産特定共同事業に関する広告をしてはならな

い。 

２ 不動産特定共同事業者は、その行おうとする不動産特定共同事業に関する広告をする

ときは、自己が不動産特定共同事業契約の当事者となるか、若しくはその代理人となる

か、又は不動産特定共同事業契約の締結の媒介を行うかの別及び当該不動産特定共同事

業契約の第二条第三項各号に掲げる契約の種別を明示しなければならない。 

３ 不動産特定共同事業者は、その業務に関して広告をするときは、不動産取引による利

益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又

は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 

 

（事業実施の時期に関する制限） 

第十九条 不動産特定共同事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前に

おいては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、

建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものが

あった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物について不動産特定共同事業を行っ

てはならない。 

 

 


